
外国人労働者の雇用管理についてお悩みなら･･･

外国人雇用管理アドバイザー にご相談ください

外国人を雇用する事業主の方へ

LL021116外01厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク

お近くのハローワークへお申し込みください。

訪問日程を調整の上、みなさまの事業所へアドバイザーを派遣します。
※ ハローワークで相談日を設定し、来所によるご相談を実施している場合もあります。

詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。

こんなことでお悩みではありませんか？
例えば･･･

相談する方法は

外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題などについて、

専門的な知識や経験を有する「外国人雇用管理アドバイザー」が、

各事業所の実態に応じた相談・指導を無料で行います。

このほかにも、都道府県労働局・ハローワークでは、外国人を雇用

する事業主の皆さまを援助するための活動を行っております。

お近くのハローワークへお気軽にお問い合わせください。

○ 外国人を雇用するにあたり、どのような点を考慮したらよいだろうか？

○ 現在外国人を雇用しているが、今のやり方で問題ないだろうか？

○ 日本語の不慣れな外国人へ、どのように職場教育したらよいだろうか？

○ 労働契約、職務配置、福利厚生、退職・解雇時の注意点はなんだろうか？

▶「外国人雇用管理アドバイザー」が、問題点を把握・分析し、

的確で効果的な改善案を提示することによって、雇用管理改

善のお手伝いをします。


